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障害福祉サービス事業者の指定の一部効力停止処分について 

 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合

支援法」という。）第５０条第１項の規定に基づき、下記のとおり障害福祉サービス

事業者が運営する事業所の指定の一部効力停止処分を行いましたので、お知らせしま

す。 

指定の一部効力停止処分の概要 

１ 法人・事業所 

（１）法人名 株式会社ＡＭＡＴＵＨＩ（住所：神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１ 

番地８日石横浜ビル１０階） 

代表取締役 吉田 竜真 

（２）事業所名 ＡＭＡＮＥＫＵ朝霞溝沼（住所：朝霞市大字溝沼４９０－１） 

   共同生活援助２０人、短期入所２人 

指定年月日：令和６年１２月１日指定 

２ 処分内容 

新規利用者の受入停止３か月 

３ 処分理由  

前管理者が利用者２人から現金の着服（約１，１４８万円）を行っていたことが

判明した（法人から全額返還済み）。これは、経済的虐待であり、障害者総合支援

法第５０条第１項第３号（人格尊重義務違反）及び第１１号（著しく不当な行為）

に該当する。 

４ 処分年月日 

  令和７年１２月１８日（通知日）  

令和８年 ２月 １日（効力発生日） 

令和７年１２月１９日 
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